
理事長の退職について

市町村長側組合会理事の就任について

市町村長が選挙する組合会議員の補欠選挙が行われました

所　属　所 役　職 氏　名

川　越　市 理　事 川　合　善　明

選　挙　区
市町村長である組合会議員

所　属　所 氏　名

第　４　区
羽　生　市 河　田　晃　明
三　郷　市 木　津　雅　晟

　本組合市町村長側組合会議員第１区選出の 原口 和久 氏（前鴻巣市長）におかれまし
ては、令和4年7月31日をもって組合会議員及び理事長の職を退職されました。
　原口前理事長は、平成21年6月15日から組合会議員に、また平成26年2月26日から
理事長の職に就かれ、共済組合の発展に多大なる尽力を賜りました。
　なお、令和4年8月1日から後任の理事長が選出されるまでの間につきましては、地
方公務員等共済組合法第12条第1項の規定に基づき、理事 富岡 勝則 氏（朝霞市長）が
理事長の職務を行うこととなりましたのでお知らせいたします。

　市町村長側組合会理事に欠員が生じたことにより、去る令和4年6月
23日の組合会において補欠選挙が行われた結果、同日付で本組合市町
村長側組合会理事に就任しましたのでお知らせいたします。
　なお、任期は令和4年11月30日までとなります。

　組合会議員選挙区第４区において、市町村長側議員の欠員が生じておりましたが、
令和4年6月13日補欠選挙を実施した結果、当選人が決定し、同日付組合会議員に就任
いたしました。
　なお、任期は令和4年11月30日までとなります。
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